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新 旧 対 照 表  

                                                                          (注)アンダ－ラインを付した部分は、改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

  

措置法第５条《納税準備預金の利子の非課税》関係 措置法第５条《納税準備預金の利子の非課税》関係 

  

（租税の意義） （租税の意義） 

５―１ 措置法第５条第１項及び第２項に規定する「租税」とは、国税（利子税、延滞税、

各種の加算税及び印紙税法（昭和42年法律第23号）の規定による過怠税を含む。）及び地

方税（延滞金及び各種の加算金を含む。）をいい、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

224条に規定する分担金、土地改良法（昭和24年法律第195号）、道路法（昭和27年法律第

180号）等の規定による受益者負担金その他の公課、国税通則法（昭和37年法律第66号）

の規定による罰金に相当する金額、国税徴収法（昭和34年法律第147号）の規定による滞

納処分費等は、これに含まれないものとする。 

５―１ 措置法第５条第１項及び第２項に規定する「租税」とは、国税（利子税、延滞税、

各種の加算税及び印紙税法（昭和42年法律第23号）の規定による過怠税を含む。）及び地

方税（延滞金及び各種の加算金を含む。）をいい、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

224条に規定する分担金、土地改良法（昭和24年法律第195号）、道路法（昭和27年法律第

180号）等の規定による受益者負担金その他の公課、国税犯則取締法（明治33年法律第67

号）の規定による罰金又は科料に相当する金額、国税徴収法（昭和34年法律第147号）の

規定による滞納処分費等は、これに含まれないものとする。 

  

措置法第８条《金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用》関係 措置法第８条《金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用》関係 

  

（銀行の範囲） （銀行の範囲） 

８―２ 措置法第８条第１項に規定する金融機関には、国内において銀行業務を営む外国銀

行（国外の営業所等（以下この項において「外国銀行の国外営業所等」という。）を含

む。）も含まれるのであるが、当該外国銀行の国外営業所等が支払を受ける同項第１号か

ら第５号までに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、措置法令第３条

の３第１項ただし書及び第２項《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適

用》の規定に該当する場合に限り、措置法第８条第１項の規定が適用されることに留意す

る。 

８―２ 措置法第８条第１項に規定する金融機関には、国内において銀行業務を営む外国銀

行（国外の営業所等（以下この項において「外国銀行の国外営業所等」という。）を含

む。）も含まれるのであるが、当該外国銀行の国外営業所等が支払を受ける同項第１号か

ら第４号までに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、措置法令第３条

の３第１項ただし書及び第２項《その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関

等》の規定に該当する場合に限り、措置法第８条第１項の規定が適用されることに留意す

る。 

  

（委託等の期間の通算） （委託等の期間の通算） 

８―４ 措置法第８条第１項に規定する金融機関（以下この項において「金融機関」とい

う。）が自ら所有する同項第４号に規定する合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資

信託の収益の分配（以下８―５までにおいて「収益の分配」という。）で当該支払を受け

る収益の分配の計算期間のうちに、その収益の分配の支払を受ける金融機関以外の者の委

託等がされていた期間（同条第６項に規定する委託した期間又は記名式であった期間若し

くは記載若しくは記録がされていた期間をいう。以下８―５までにおいて同じ。）がある

場合には、その者が次に掲げる者であり、当該期間がその収益の分配の支払を受ける金融 

８―４ 措置法第８条第１項に規定する金融機関（以下この項において「金融機関」とい

う。）が自ら所有する同項第３号に規定する合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資

信託の収益の分配（以下８―５までにおいて「収益の分配」という。）で当該支払を受け

る収益の分配の計算期間のうちに、その収益の分配の支払を受ける金融機関以外の者の委

託等がされていた期間（同条第６項に規定する委託した期間又は記名式であった期間若し

くは記載若しくは記録がされていた期間をいう。以下８―５までにおいて同じ。）がある

場合には、その者が次に掲げる者であり、当該期間がその収益の分配の支払を受ける金融 

別 紙 
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改 正 後 改 正 前 

機関の委託等がされていた期間と引き続いているときに限り、その期間も措置法規則第４

条第５項《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等》に

規定する「委託した期間又は記名式であった期間若しくは記載若しくは記録がされていた

期間」に含まれるものとする。 

機関の委託等がされていた期間と引き続いているときに限り、その期間も措置法規則第４

条第５項《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等》に

規定する「委託した期間又は記名式であった期間若しくは記載若しくは記録がされていた

期間」に含まれるものとする。 

⑴ 金融機関 ⑴ 金融機関 

⑵ 所得税法別表第１に掲げる法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者 ⑵ 所得税法別表第１に掲げる法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者 

⑶ 国 ⑶ 国 

⑷ 法第２条第１項第５号に規定する非居住者又は同項第７号に規定する外国法人で、租

税条約の規定により所得税が免除されるその租税条約のわが国以外の締約国の居住者

又は法人とされるもの（外国政府、外国中央銀行、外国の地方公共団体又は外国政府

若しくは外国の地方公共団体の所有する機関を含み、収益の分配に係る所得税が免除

されるものに限る。） 

⑷ 法第２条第１項第５号に規定する非居住者又は同項第７号に規定する外国法人で、租

税条約の規定により所得税が免除されるその租税条約のわが国以外の締約国の居住者

又は法人とされるもの（外国政府、外国中央銀行、外国の地方公共団体又は外国政府

若しくは外国の地方公共団体の所有する機関を含み、収益の分配に係る所得税が免除

されるものに限る。） 

⑸ アジア開発銀行又は国際復興開発銀行などその設立に関する協定によりわが国の租税

が免除されている国際機関等 

⑸ アジア開発銀行又は国際復興開発銀行などその設立に関する協定によりわが国の租税

が免除されている国際機関等 

  

（収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる

収益の分配の額の計算） 

（収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる

収益の分配の額の計算） 

８―５ 措置法第８条第６項に規定する計算において、収益の分配の計算期間の中途におい

て委託し、又は記名式とし、若しくは振替口座簿に記載若しくは記録された場合における

委託等がされていた期間に係る部分の収益の分配の金額は、当該計算期間の収益の分配の

金額をその委託等がされていた期間とその他の期間との比にあん分して計算するものとす

る。 

なお、措置法令第３条の３第６項に規定する譲渡性預金をその利子の計算期間の中途に

おいて取得した場合における同項に規定する「当該金融機関が引き続き保有していた期間

内に生じたもの」についても、同様とする。 

８―５ 措置法第８条第６項に規定する計算において、収益の分配の計算期間の中途におい

て委託し、又は記名式とし、若しくは振替口座簿に記載若しくは記録された場合における

委託等がされていた期間に係る部分の収益の分配の金額は、当該計算期間の収益の分配の

金額をその委託等がされていた期間とその他の期間との比にあん分して計算するものとす

る。 

なお、措置法令第３条の３第４項に規定する譲渡性預金をその利子の計算期間の中途に

おいて取得した場合における同項に規定する「当該金融機関が引き続き保有していた期間

内に生じたもの」についても、同様とする。 

  

 


